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松 田 町 生 ご み 等 処 理 機 購 入 費 助 成 金 交 付 要 綱                       

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 一 般 家 庭 か ら 発 生 す る 生 ご み 及 び 剪 定 枝

の 減 量 並 び に リ サ イ ク ル 対 策 及 び 環 境 衛 生 思 想 の 普 及 向 上 を

図 る た め 、 生 ご み 処 理 機 及 び 剪 定 枝 リ サ イ ク ル 機 の 購 入 者 に

対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す る も の と し 、 そ の 交 付

に つ い て は 、 松 田 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 松 田 町 規

則 第 １ ２ 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ か 、助

成 金 の 交 付 に 関 す る 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 生 ご み 処 理 機 」 と は 、 家 庭 か ら 排

出 さ れ る 生 ご み を 微 生 物 分 解 や 加 熱 乾 燥 等 に よ り 、 減 量 化 ・

資 源 化 す る 機 器 及 び 容 器 と す る 。  

 （ 対 象 者 等 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に 基 づ き 、 助 成 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き

る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る す べ て の 条 件 を 満 た す 者 と す る 。  

（ １ ）  町 内 に １ 年 以 上 住 所 を 有 し 、 ご み 減 量 及 び リ サ イ ク

ル に 対 し 意 欲 的 な 個 人 。 た だ し 、 あ ら か じ め 、 町 外 に 転 出

す る こ と が 明 ら か な 者 が 申 請 を す る 場 合 は 、 こ の 限 り で は

な い 。  

  （ ２ ）  過 去 に 松 田 町 ご み 等 減 量 リ サ イ ク ル 機 械 購 入 費 助 成

金 又 は 松 田 町 生 ご み 等 処 理 機 購 入 費 助 成 金 に よ る 交 付 決 定

を 同 一 の 機 器 及 び 容 器 に つ い て 受 け て い な い 者 。  

（ ３ ）  町 税 等 に 滞 納 が な い こ と 。  

（ 助 成 金 の 額 ）  

第 ４ 条  助 成 す る 生 ご み 処 理 機 及 び 剪 定 枝 リ サ イ ク ル 機 は １ 世

帯 に つ き 各 １ 基 と し 、 助 成 金 の 額 等 は 次 の 各 号 に よ る も の と

す る 。  

（ １ ）   生 ご み 処 理 機 の 助 成 金 の 額 は 購 入 費 の ２ 分 の １ と し 、

最 高 限 度 額 を ３ 万 円 と す る 。 な お 、 非 電 動 式 生 ご み 処 理 機
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の 購 入 費 に は 、 本 体 稼 動 時 に 最 低 限 必 要 で 本 体 と 一 括 購 入

し た 基 材 や 微 生 物 等 の 購 入 代 金 を 含 む こ と と す る 。  

（ ２ ）  剪 定 枝 リ サ イ ク ル 機 の 助 成 金 の 額 は 購 入 費 の ２ 分 の

１ と し 、 最 高 限 度 額 を ５ 万 円 と す る 。  

（ ３ ）  前 各 号 の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が

生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 を 補 助 金 の 額 と す る 。  

（ 助 成 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 購 入 後 ３ ０ 日 以

内 又 は 当 該 年 度 の ３ 月 １ ５ 日 （ 閉 庁 日 の 場 合 は 翌 開 庁 日 と す

る ） の い ず れ か 早 い 日 ま で に 、 松 田 町 生 ご み 等 処 理 機 購 入 費

助 成 金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を

添 付 し 、 町 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ １ ）  購 入 し た 生 ご み 処 理 機 又 は 剪 定 枝 リ サ イ ク ル 機 の 支

払 い を 証 す る 書 類 （ 領 収 書 等 ） の 写 し 等  

（ ２ ）  購 入 し た 生 ご み 処 理 機 又 は 剪 定 枝 リ サ イ ク ル 機 の カ

タ ロ グ の 写 し 等  

（ ３ ）  購 入 し た 生 ご み 処 理 機 又 は 剪 定 枝 リ サ イ ク ル 機 の 設

置 完 了 写 真  

 （ 助 成 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ６ 条  町 長 は 、 前 条 に 定 め る 申 請 書 が 提 出 さ れ た 場 合 は 、 そ

の 内 容 を 審 査 し 、 交 付 の 可 否 を 決 定 し た と き は 、 松 田 町 生 ご

み 等 処 理 機 購 入 費 助 成 金 交 付 （ 不 交 付 ） 決 定 通 知 書 （ 第 ２ 号

様 式 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  本 助 成 金 は 、 交 付 申 請 の 時 期 が 事 業 完 了 後 で あ る た め 、 規

則 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ り 、 実 績 報 告 及 び 助 成 金 の 額 の 確 定 の

手 続 き を 省 略 す る も の と す る 。  

 （ 助 成 金 の 請 求 ）  

第 ７ 条  助 成 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 は 、 交 付 決 定 後 、 速 や か

に 松 田 町 生 ご み 等 処 理 機 購 入 費 助 成 金 請 求 書 （ 第 ３ 号 様 式 ）

を 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
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（ 助 成 金 の 交 付 ）  

第 ８ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 松 田 町 生 ご み 等

処 理 機 購 入 費 助 成 金 請 求 書 を 受 理 し 、 そ の 内 容 が 適 正 と 認 め

た と き は 、 助 成 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 調 査 、 報 告 ）  

第 ９ 条  町 長 は 助 成 金 の 交 付 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 と 認 め

た 時 は 、 当 該 助 成 金 を 受 け た 者 に 対 し 、 必 要 な 指 示 を 行 い 若

し く は 報 告 を 求 め 、 又 は 職 員 に 実 地 調 査 を さ せ る こ と が で き

る 。  

 （ 助 成 金 の 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ０ 条  町 長 は 、 助 成 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 、 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る と 認 め た と き は 、 助 成 金 の 交 付 の 決 定 を 取

り 消 す こ と が で き る 。  

（ １ ）  助 成 金 を ほ か の 用 途 に 使 用 し た と き 。  

（ ２ ）  偽 り そ の 他 不 正 な 行 為 が あ っ た と き 。  

 （ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 １ １ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 助 成 金 の 交 付 を 取 り 消 し

た 場 合 は 、 当 該 取 り 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 、 既 に 助 成 金 が 交

付 さ れ て い る と き は 、 助 成 金 の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定

め る 。  

   附 則  

１  こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  松 田 町 ご み 等 減 量 リ サ イ ク ル 機 械 購 入 費 助 成 金 交 付 要 綱 （

平 成 １ ５ 年 松 田 町 告 示 第 ２ 号 ） は 廃 止 す る 。  


